
中山町告示第５２号 

令和８年度中山町中小企業成長支援事業補助金交付要綱を次のように定める。 

  令和８年３月１６日 

中山町長 佐 藤 俊 晴 

令和８年度中山町中小企業成長支援事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、町内事業者の人材確保・育成及び経営基盤の強化を図るため、

補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則（昭和４０

年規則第５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定め

るものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 中小企業 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する

企業 

⑵ 町内事業者 中山町内に事業所を有する個人又は法人 

⑶ 正規の従業員 次の全てに該当する者をいう。 

イ 町内事業者が直接雇用する者で、雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）

の規定に基づく雇用保険の被保険者 

ロ 雇用期間の定めのない雇用契約者であって、１週間の所定労働時間が３０

時間以上の者 

ハ 会社役員及び専従者等でない者 

（補助対象事業者） 

第３条 この補助金の交付の対象となる事業者（以下「補助対象事業者」という。）

は、次のとおりとする。 

⑴ 町内在住者を正規の従業員として新たに６か月以上継続して雇用（令和８年

４月１日以降に雇用期間が６か月に達する者に限る。）し、町内の事業所へ従

事させた町内事業者 

⑵ 令和８年４月１日以降に業務に必要な資格を従業員に取得（令和８年３月１

日から令和８年３月３１月の期間に取得し、令和８年４月１日以降に証明書類



を受領する場合を含む。）させた町内事業者 

⑶ 令和８年４月１日以降に業務に必要な講習等を従業員に受講（令和８年３月

中に受講し、令和８年４月１日以降に証明書類を受領する場合を含む。）させ

た町内事業者 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、次の各号に掲げる額を合計した額とし、予算の範囲内とす

る。ただし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

 ⑴ 前条第１号に掲げる従業員１人あたり２０万円 

 ⑵ 前条第２号に掲げる町内事業者が主催団体に支払った経費の３分の２以内と

し、従業員１人あたり上限３万円かつ１事業者あたり上限１０万円 

 ⑶ 前条第３号に掲げる町内事業者が主催団体に支払った経費の３分の２以内と

し、１事業者あたり上限１万５,０００円 

（交付申請書） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、令和８年度中山町中小企業成長支援

事業補助金交付申請書（様式第１号）に、次の書類を添付して、町長が別に定め

る日までに申請するものとする。 

⑴ 第３条第１号に該当する場合、従業員を６か月以上雇用したことが分かる書

類 

⑵ 第３条第２号に該当する場合、従業員が受検等に合格したことが分かる書類 

⑶ 第３条第２号又は第３号に該当する場合、従業員が受検した試験又は受講し

た講習等の詳細が分かる書類 

⑷ 第３条第２号又は第３号に該当する場合、領収書 

⑸ その他町長が必要と認めた書類 

（交付決定等の通知） 

第６条 規則第８条及び第１０条第３項に規定する交付決定等の通知は、補助金交

付決定通知書（様式第２号）によるものとする。 

（実績報告書） 

第７条 前条の通知を受けた者は、規則第１４条の規定にかかわらず、第５条に掲

げる書類をもって規則第１４条の実績報告をしたものとみなす。 

（補助金額の確定の通知） 



第８条 町長は、規則第１５条の規定にかかわらず、第６条の通知をもって、規則

第１５条の補助金の額の確定通知をしたものとみなす。 

（帳簿の備付け等） 

第９条 規則第２１条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から

起算して５年間保管しなければならない。 

（不当利得の返還） 

第１０条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、

交付を行った補助金の返還を求めるものとする。 

（雑則） 

第１１条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、

町長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日までに

交付の決定を受けたものに係るこの告示の規定については、この告示の失効後も

なおその効力を有する。 


